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 Ⅰ  兵庫県におけるいじめの状況について 

 

 

文部科学省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」 

（参考）1,000 人あたりのいじめ認知件数 

文部科学省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」 

いじめの態様（平成２７年度） 

態   様 小学校 中学校 高等学校 特別支援学校 

①冷やかしやからかい、悪口や脅し文
句、嫌なことを言われる。 

54.3% 58.4% 62.2% 42.6% 

②仲間はずれ、集団による無視をされ
る。 

13.1% 9.0% 18.0% 27.7% 

③軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして
たたかれたり、蹴られたりする。 

22.9% 24.6% 13.7% 31.9% 

④ひどくぶつかられたり、たたかれた
り、蹴られたりする。 

17.2% 16.5% 6.4% 6.4% 

⑤金品をたかられる。 1.7% 1.4% 3.4% 10.6% 

⑥金品を隠されたり、盗まれたり、壊さ
れたり、捨てられたりする。 

6.6% 5.2% 4.6% 8.5% 

⑦嫌なことや恥ずかしいこと、危険なこ
とをされたり、させられたりする。 

11.8% 10.5% 8.2% 6.4% 

⑧パソコンや携帯電話等で、ひぼう・中
傷や嫌なことをされる。 

2.2% 8.5% 24.1% 8.5% 

⑨その他（上記に入らない軽微なものを
含む） 

3.2% 1.6% 4.0% 2.1% 

いじめの認知件数（総数） 3,768 2,258 328 47 

 
関係機関との連携（平成２７年度） 

内  容 小学校 中学校 高等学校 特別支援学校 

①警察に相談・通報した件数 
 

    
   

②学校におけるいじめの問題に対する日常の取

組として、警察署や児童相談所など地域の関係機

関と連携協力した対応を図った学校数 
    

 

児童生徒の実態（平成２８年度） 

全国・兵庫県データ：全国学力・学習状況調査による 

児童・生徒質問紙 学年 小学６年 中学３年 

①いじめは、どんな理由があってもいけな
いことだと思いますか。 

県 96.5% 93.7% 

全国 96.6% 93.6% 

②学校に行くのは楽しいと思いますか。 
県 85.8% 81.8% 

全国 86.3% 81.4% 

※いずれも肯定的回答の合計 
 

児童・生徒質問紙 学年 小学６年 中学３年 

月～金曜日、１日あたり１時間以上、携帯
電話やスマートフォンで通話・メール・イ
ンターネットをする児童生徒の割合 

県 18.1% 44.8% 

全国 18.5% 47.8% 

学校と家庭・地域との連携（平成２８年度） 

学校質問紙 学年 小学校 中学校 

①ＰＴＡや地域の人が学校の諸活動にボ
ランティアとして参加してくれますか。 

県 98.1% 97.4% 

全国 97.7% 95.6% 

②学校支援ボランティアの仕組みにより、保
護者等が様々な活動に参加してくれますか。 

県 93.7% 83.3% 

全国 86.9% 74.1% 

※いずれも肯定的回答の合計 

相談窓口の相談受理状況 

○ひょうごっ子悩み相談への相談件数（４月～３月） 

   

○ネットいじめ情報相談窓口への相談件数（４月～３月） 

   

いじめの認知件数の推移及び解消率（平成２３～２７年度） 

文部科学省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」（公立学校のみ） 

文部科学省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」（公立学校のみ） 
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兵庫県条例第22号 

兵庫県いじめ対策審議会条例 

（設置） 

第１条 いじめ防止対策推進法（平成25年法律第71号。以下「法」という。）第１条に規定

するいじめの防止等（以下「いじめの防止等」という。）のための対策を実効的に行うた

め、兵庫県いじめ対策審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

 （所掌事務） 

第２条 審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。 

 (1) 県いじめ防止基本方針に関し、意見を述べること。 

 (2) 県いじめ防止基本方針に基づくいじめの防止等のための対策に関し、意見を述べる

こと。 

 (3) 知事の求めによる法第28条第１項の規定により学校の設置者又はその設置する学校

が行った調査の結果についての調査に関すること。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、いじめの防止等に関し、意見を述べること。 

（組織） 

第３条 審議会は、委員７人以内で組織する。 

２ 審議会に、前条第３号に掲げる事務を行わせるため、特別委員若干人を置く。 

（委員及び特別委員） 

第４条 委員は、学識経験のある者のうちから、教育委員会が委嘱する。 

２ 特別委員は、学識経験のある者のうちから、知事が委嘱する。 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 委員は、再任されることができる。 

 （補則） 

第５条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関して必要な事項は、教

育委員会規則で定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成26年４月１日から施行する。 

（附属機関設置条例の一部改正） 

２ 附属機関設置条例（昭和36年兵庫県条例第20号）の一部を次のように改正する。 

  第２条の表障害児就学指導審議会の項の次に次のように加える。 

いじめ対策審議会 いじめ防止対策推進法（平成25年法律第71号）によるい

じめの防止等のための対策に関する重要事項の調査審

議に関する事務 

 （委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

３ 委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和35年兵庫県条例第24号）の一

部を次のように改正する。 

  第１条第72号の４の次に次の１号を加える。 

  (72)の５ いじめ対策審議会 

  別表第１障害児就学指導審議会の項の次に次のように加える。 

いじめ対策審議会 会長 

委員 

特別委員 

日額 

日額 

日額 

15,500円 

12,500円 

12,500円 

  別表第２障害児就学指導審議会の委員の項の次に次のように加える。 

いじめ対策審議会の委員及び特

別委員 

職員旅費条例中８級の職務にある者相当額 

 



兵庫県教育委員会規則第６号 

兵庫県いじめ対策審議会規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、兵庫県いじめ対策審議会条例（平成26年兵庫県条例第22号）第５条の規定

に基づき、兵庫県いじめ対策審議会（以下「審議会」という。）の組織及び運営に関して必要な

事項を定めるものとする。 

 （会長） 

第２条 審議会に、会長を置く。 

２ 会長は、委員の互選によって定める。 

３ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

４ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職

務を代理する。 

（会議） 

第３条 審議会は、会長が招集する。 

２ 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところに

よる。 

 （補則） 

第４条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、審議会が定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成26年４月１日から施行する。 

 （招集の特例） 

２ この規則の施行の日以後最初に開かれる審議会は、第３条第１項の規定にかかわらず、教育

委員会が招集する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



兵庫県いじめ対策審議会運営規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、兵庫県いじめ対策審議会規則（平成 26 年兵庫県規則６号）（以下「規

則」という。）第４条の規定に基づき、兵庫県いじめ対策審議会（以下「審議会」という。）

の運営に関して必要な事項を定めるものとする。 

 （会議） 

第２条 会長は、会議を招集しようとするときは、その開催日の７日前までに委員に通知

しなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。 

 （会議の公開） 

第３条 次の各号のいずれかに該当する場合を除き、会議は、公開する。 

 (1) 情報公開条例（平成 12 年兵庫県条例第６号）第６条各号に該当すると認められる情

報について審議等を行う場合 

 (2) 会議を公開することにより、公平かつ円滑な議事運営に著しい支障が生ずると認めら

れる場合 

２ 会議の傍聴に関して必要な事項は、会長が別に定める。 

 （会議録等） 

第４条 会議を開いたときは、議事録及び議事概要を作成する。 

２ 前条第１項各号のいずれかに該当する場合を除き、会議資料又は議事概要は、公開す

る。なお、公開にあたっては、個人情報の保護に留意するものとする。 

 （委員以外の出席） 

第５条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を述

べさせ、又は説明させることができる。 

 （特別委員による会議） 

第６条 兵庫県いじめ対策審議会条例（平成 26 年兵庫県条例第 22 号）第３条第２項に規

定する特別委員による会議の運営に関しては、この規定にかかわらず、別に定めるもの

とする。 

附 則 

この規定は、平成２６年４月２８日から施行する。 

 



兵庫県いじめ対策審議会傍聴規程 

 

第１ 趣旨 

  この要領は、兵庫県いじめ対策審議会運営規程（以下「規程」という。）第３条第２項に基づき、

兵庫県いじめ対策審議会の会議（以下「会議」という。）の傍聴に関して必要な事項を定めるものと

する。 

第２ 傍聴人 

  傍聴人とは、会議を傍聴する者をいう。 

第３ 会議開催の公表 

 (1) 会議の開催は、事前に公表するものとする。 

   公表後に公表内容変更が生じた場合も同様とする。 

(2) 公表内容は、会議の名称、開催日時、開催場所、議題、傍聴の可否、傍聴人の定員、傍聴手続、

その他必要な事項とする。 

第４ 会議非公開の決定 

  規程第３条第１項各号による会議の非公開については、会議において決するものとする。 

第５ 傍聴人の定員等 

  傍聴人の定員は、会長が別に定めることとし、会場に傍聴席を設けるものとする。 

第６ 傍聴の申出等 

 (1) 傍聴を希望する者は、会議の当日、開会時刻の１５分前までに傍聴申出書（様式第１号）に所要

事項を記入の上申し出なければならない。 

 (2) 傍聴を希望する者の数が定員を超えるときは、抽選により傍聴人を決定する。 

 (3) 傍聴人は事務局職員の指示に従って、開会時刻までに会議室に入場しなければならない。 

第７ 傍聴券の携帯 

  会議を傍聴しようとする者は、傍聴券（様式第１号）の交付を受け、これを携帯し、事務局職員の

求めがあれば、これを提示しなければならない。 

第８ 傍聴人の守るべき事項 

  傍聴人は、会議を傍聴するに当たり次の事項を守らなければならない。 

(1) 会議における発言に対し、拍手その他の方法により可否を表明しないこと。 

(2) 私語、喚声その他の行為により騒ぎたてないこと。 

(3) はち巻きをする等の示威的行為をしないこと。 

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。 

(5) 携帯電話等の通信機器を使用しないこと。 

(6) みだりに傍聴席を離れないこと。 

(7) 前各号に掲げるもののほか、会議の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。 

第９ 撮影又は録音の許可 

傍聴人は、会場において写真、テレビ等の撮影又は録音をしてはならない。 

第 10 報道関係者の取扱い 

  報道関係者による傍聴については、第５及び第６、第９の規定は適用しない。ただし、撮影につい

ては、会長の許可した範囲内において認める。 

第 11 会議秩序の維持 

  傍聴人は、会議を傍聴するに当たり、会長又は事務局職員の指示に従わなければならない。 

第 12 傍聴人の退場 

  傍聴人は、次の各号に掲げる場合は速やかに退場しなければならない。 

 (1) 会議が非公開と決せられたとき。 

 (2) 傍聴人がこの要領に違反し、会長が退場を命じたとき。 

   附 則 

 この要領は、平成２６年４月２８日から施行する。 


